












まえがき

　49 年度までに報告してきたごとく,重症心臓障害児の罹病,発症,自然死亡は

新生児,乳児期に集積している。本邦の年間出生人口を 200 万とすると,年間,

約1万～2万の心臓障害児が生れ,そのうち,少なく見積っても,2,000人～5,000

人の乳児が診療の対象となる。

　もとより,これらの心臓障害児は他系統疾患とも合併し,生存適性のハンディ

ともなりうる。


